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は
じ
め
に

国
有
林
野
は
、
奥
地
脊
梁
山
地
や
水
源

地
域
に
広
く
分
布
し
、
国
民
生
活
の
安
全
・

安
心
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

林
野
庁
が
国
有
林
野
事
業
と
し
て
、
公
益

的
機
能
の
維
持
増
進
を
基
本
と
し
つ
つ
、

特
別
会
計
と
し
て
企
業
的
に
運
営
し
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
「
国
有
林
野
の
有
す

る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め

の
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」
が
平

成
24
年
６
月
に
成
立
し
、
国
有
林
野
事
業

に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
４
月
よ
り
一
般

会
計
に
移
行
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

改
正
さ
れ
た
法
律
の
概
要

改
正
さ
れ
た
法
律
の
概
要
は
以
下
の
と

お
り
で
す
。

①
「
国
有
林
野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
基

本
計
画
」
は
、
国
有
林
野
事
業
と
民
有
林

施
策
の
一
体
的
な
推
進
に
配
慮
し
て
策
定
。

②
国
有
林
と
民
有
林
の
一
体
的
な
整
備
・

保
全
の
仕
組
み
（
公
益
的
機
能
維
持
増
進

協
定
制
度
）
を
創
設
。

③
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
を
廃
止
。
債

務
に
つ
い
て
は
新
た
な
国
民
負
担
を
生
じ

さ
せ
な
い
よ
う
、
林
産
物
収
入
等
で
返
済
。

④
国
有
林
野
事
業
が
国
営
企
業
で
な
く
な

る
こ
と
か
ら
、
国
有
林
野
事
業
職
員
に
つ

い
て
、
労
働
関
係
に
関
す
る
特
例
を
廃
止
。

一
般
会
計
移
行
後
の
国
有
林
野

の
管
理
経
営

平
成
24
年
12
月
に
変
更
し
た
管
理
経
営

基
本
計
画
で
は
、
一
般
会
計
化
後
の
国
有

林
は
、
「
国
民
の
森
林
」
と
し
て
引
き
続

き
一
体
的
に
管
理
経
営
し
、
民
有
林
施
策

と
の
一
体
的
な
推
進
を
図
り
つ
つ
、
次
の

よ
う
な
取
組
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

①
公
益
重
視
の
管
理
経
営
の
一
層
の
推
進

・
国
有
林
野
の
区
分
を
、
重
視
す
べ
き
森

林
の
公
益
的
機
能
に
応
じ
、
こ
れ
ま
で
の

３
区
分
か
ら
５
区
分
に
見
直
し
。

・
森
林
の
適
正
な
整
備
や
木
材
利
用
等
に

よ
る
地
球
温
暖
化
防
止
対
策
の
推
進
。

・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
等
の
知
見
を
踏
ま

え
た
保
護
林
区
域
等
の
見
直
し
。

・
農
林
業
や
生
態
系
に
被
害
を
与
え
て
い

る
野
生
鳥
獣
に
つ
い
て
、
個
体
数
管
理
や

共
存
に
向
け
た
森
林
整
備
等
の
実
施
。

・
国
有
林
に
隣
接
・
介
在
し
、
立
地
条
件

が
不
利
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
十
分
な
施
業

が
行
わ
れ
て
い
な
い
民
有
林
に
つ
い
て
、

公
益
的
機
能
維
持
増
進
協
定
制
度
を
活
用

し
た
一
体
的
な
整
備
・
保
全
の
推
進
。

②
森
林
・
林
業
再
生
へ
の
貢
献

・
民
有
林
と
連
携
す
る
こ
と
で
事
業
の
効

率
化
が
図
ら
れ
る
区
域
に
つ
い
て
、
森
林

共
同
施
業
団
地
を
設
定
し
、
民
有
林
と
連

結
し
た
路
網
の
整
備
や
計
画
的
な
間
伐
等

を
実
施
。

・
実
用
段
階
に
到
達
し
た
先
駆
的
な
技
術

等
に
つ
い
て
事
業
レ
ベ
ル
で
試
行
す
る
な

ど
林
業
の
低
コ
ス
ト
化
に
向
け
た
技
術
開

発
の
推
進
。

・
木
材
利
用
の
促
進
や
木
材
の
安
定
供
給

体
制
の
整
備
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
価
格

や
需
給
動
向
を
把
握
し
つ
つ
国
有
林
野
の

林
産
物
を
持
続
的
・
計
画
的
に
供
給
。

③
「
国
民
の
森
林
」
と
し
て
の
管
理
経
営
、

地
域
振
興
へ
の
寄
与
等

・
地
域
管
理
経
営
計
画
案
の
作
成
に
当
た

り
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
実
績
等
を
提
示
し

つ
つ
、
広
く
国
民
の
意
見
を
聞
く
な
ど
国

民
の
財
産
で
あ
る
国
有
林
野
を
よ
り
開
か

れ
た
「
国
民
の
森
林
」
と
し
て
管
理
経
営

・
国
土
の
保
全
や
生
物
多
様
性
の
保
全
に

配
慮
し
つ
つ
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

利
用
し
た
発
電
に
資
す
る
国
有
林
野
の
活

用
を
推
進
。

・
海
岸
防
災
林
の
再
生
や
国
有
林
野
の
活

用
、
復
興
用
材
の
供
給
、
国
有
林
野
の
除

染
等
に
よ
る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・

復
興
へ
の
貢
献
。

一
般
会
計
移
行
後
の
国
有
林
野

の
運
営
（
組
織
等
）

一
般
会
計
移
行
後
も
、
我
が
国
の
国
土

面
積
の
２
割
、
森
林
面
積
の
３
割
を
占
め

る
国
有
林
野
を
適
切
に
管
理
経
営
す
る
と

い
う
国
有
林
野
事
業
の
基
本
的
使
命
は
変

わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
現
行
の
林
野
庁
国

有
林
野
部
、
７
森
林
管
理
局
、
98
森
林
管

理
署
、
14
支
署
、
８
森
林
管
理
事
務
所
と

い
う
基
本
的
な
組
織
を
引
き
続
き
設
置
し

ま
す
。

そ
の
上
で
、
一
般
会
計
化
の
目
的
で
あ

る
公
益
的
機
能
の
よ
り
一
層
の
発
揮
、
地

域
の
森
林
・
林
業
再
生
へ
の
貢
献
の
た
め

に
必
要
な
体
制
を
強
化
す
る
な
ど
、
林
野

庁
・
局
・
署
の
内
部
組
織
を
見
直
し
ま
し

た
。主

な
組
織
の
見
直
し
は
次
の
と
お
り
で

す
。
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『
国
有
林
野
事
業
の
一
般
会
計
化
に
つ
い
て
』

企

画

調

整

課



（
１
）
林
野
庁

国
有
林
野
を
一
体
的
に
管
理
経
営
す
る

た
め
、
国
有
林
野
部
を
引
き
続
き
設
置
し
、

予
算
や
人
事
な
ど
内
部
管
理
部
門
を
効
率

化
す
る
観
点
か
ら
、
林
政
課
と
管
理
課
と

の
役
割
分
担
を
整
理
。
ま
た
、
国
有
林
野

事
業
職
員
の
労
働
関
係
に
関
す
る
業
務
を

行
っ
て
き
た
職
員
・
厚
生
課
を
廃
止
。

加
え
て
、
一
般
会
計
化
の
目
的
の
一
つ

で
あ
る
公
益
的
機
能
の
よ
り
一
層
の
発
揮

に
向
け
、
国
有
林
野
に
お
け
る
生
態
系
保

全
に
係
る
施
策
の
推
進
体
制
を
強
化
す
る

た
め
、
経
営
企
画
課
に
国
有
林
野
生
態
系

保
全
室
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
森
林
・

林
業
の
再
生
に
向
け
、
国
産
材
の
新
規
需

要
開
拓
に
向
け
た
安
定
的
な
木
材
販
売
、

木
材
価
格
急
変
時
の
国
有
林
材
の
供
給
調

整
に
関
す
る
企
画
・
立
案
等
を
行
う
た
め
、

業
務
課
に
企
画
官
（
国
有
林
材
安
定
供
給

担
当
）
を
設
置
。

（
２
）
森
林
管
理
局

①
局
の
部
・
課
の
構
成
等

地
域
の
森
林
・
林
業
の
再
生
に
向
け
、

民
有
林
と
の
連
携
や
民
有
林
へ
の
技
術
支

援
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
、
局
次
長

を
民
有
林
と
の
連
携
や
民
有
林
へ
の
技
術

支
援
に
関
す
る
業
務
実
施
の
責
任
者
と
し

て
位
置
付
け
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
１
室
３
部
体
制

（
企
画
調
整
室
、
総
務
部
、
計
画
部
、
森

林
整
備
部
）
を
３
部
体
制
（
総
務
企
画
部
、

計
画
保
全
部
、
森
林
整
備
部
）
に
見
直
し
。

具
体
的
に
は
、

１
）
内
部
管
理
業
務
と
企
画
調
整
業
務

を
一
体
的
に
担
う
部
と
し
て
「
総
務
企
画

部
」
（
総
務
課
、
企
画
調
整
課
、
経
理
課
）

を
設
置
。

２
）
「
公
益
重
視
の
管
理
経
営
の
一
層

の
推
進
」
を
図
る
部
と
し
て
、
公
益
的
機

能
の
維
持
増
進
を
第
一
義
と
す
る
国
有
林

野
の
経
営
に
関
す
る
「
計
画
」
の
作
成
及

び
病
害
虫
に
よ
る
被
害
、
山
火
事
や
土
砂

の
崩
壊
等
の
災
害
等
か
ら
物
理
的
に
国
有

林
野
を
守
る
た
め
の
「
保
全
」
を
担
当
す

る
「
計
画
保
全
部
」
（
計
画
課
、
保
全
課
、

治
山
課
）
を
設
置
。

３
）
「
森
林
・
林
業
再
生
へ
の
貢
献
」

を
図
る
部
と
し
て
、
森
林
に
お
い
て
造
林
、

保
育
、
間
伐
等
の
森
林
の
「
整
備
」
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
生
じ
る
国
有
林
材
の
供

給
、
ま
た
、
事
業
実
施
を
通
じ
て
得
た
技

術
を
活
用
し
て
民
有
林
へ
の
支
援
を
担
当

す
る
「
森
林
整
備
部
」
（
森
林
整
備
課
、

資
源
活
用
課
、
技
術
普
及
課
）
を
設
置
。

４
）
局
の
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
森

林
技
術
セ
ン
タ
ー
を
フ
ィ
ー
ル
ド
の
提
供

な
ど
試
験
研
究
機
関
や
林
業
事
業
体
等
が

行
う
技
術
開
発
、
人
材
育
成
を
支
援
す
る

組
織
と
し
て
森
林
技
術
・
支
援
セ
ン
タ
ー

に
改
組
。

ま
た
、
森
林
セ
ン
タ
ー
や
森
林
環
境
保

全
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
等
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ン
タ
ー
の
特
徴
に
応
じ
て
、

希
少
な
森
林
生
態
系
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
森
林
生
態

系
保
全
セ
ン
タ
ー
」
に
、
森
林
環
境
教
育

や
自
然
再
生
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
へ
の
支
援
な
ど
の

活
動
を
主
に
行
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
「
森
林
ふ
れ
あ
い
推
進
セ
ン
タ
ー
」
に
、

そ
れ
ぞ
れ
再
編
。
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（
３
）
森
林
管
理
署

①
代
表
署
の
指
定

国
有
林
野
事
業
が
我
が
国
の
森
林
・
林
業
の

再
生
へ
貢
献
す
る
上
で
重
要
な
課
題
と
な

る
都
道
府
県
の
施
策
と
の
連
携
・
調
整
を

一
層
進
め
る
観
点
か
ら
、
98
の
森
林
管
理

署
の
中
か
ら
代
表
署
を
位
置
づ
け
。
代
表

署
が
都
道
府
県
内
の
署
等
を
代
表
し
て
民

有
林
行
政
と
の
連
携
・
調
整
を
実
施
。

②
グ
ル
ー
プ
制
の
導
入

森
林
管
理
署
の
内
部
組
織
に
つ
い
て
は
、

業
務
量
の
増
減
等
に
機
動
的
に
対
応
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
の
観
点
か
ら
グ
ル
ー
プ

制
を
導
入
。
総
務
グ
ル
ー
プ
、
業
務
グ
ル
ー

プ
、
治
山
グ
ル
ー
プ
の
３
グ
ル
ー
プ
と
し
、

各
グ
ル
ー
プ
に
こ
れ
ま
で
の
係
に

替
え
、
専
門
官
を
配
置
。

③
森
林
官

国
有
林
の
管
理
・
保
全
の
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
国
有
林
の
管
理

経
営
の
最
小
単
位
で
あ
る
担
当
区

ご
と
に
配
置
し
て
き
た
森
林
官
の

管
轄
す
る
区
域
を
見
直
す
と
と
も

に
、
森
林
官
に
対
し
て
助
言
・
指

導
を
行
う
「
首
席
森
林
官
」
、
森

林
官
や
首
席
森
林
官
の
担
当
区
に

ま
た
が
る
課
題
の
調
整
や
指
導
等

を
行
う
「
地
域
統
括
森
林
官
」
を

配
置
。

お
わ
り
に

国
有
林
野
事
業
は
、
昭
和
22
年

の
林
政
統
一
以
来
、
企
業
特
別
会

計
制
度
の
下
で
、
管
理
経
営
を
行
っ

て
き
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
平
成
25

年
度
か
ら
一
般
会
計
と
い
う
新
た

な
体
制
の
下
、
「
公
益
重
視
の
管

理
経
営
を
よ
り
一
層
推
進
」
す
る

と
と
も
に
、
「
民
有
林
施
策
と
一

体
的
な
推
進
を
図
り
つ
つ
、
我
が

国
の
森
林
・
林
業
再
生
に
貢
献
す

る
」
と
い
っ
た
新
た
な
課
題
に
取

り
組
む
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
の
企
業
的
な
運
営
で
培
っ

て
き
た
様
々
な
経
験
等
を
活
用
し

て
我
が
国
の
森
林
・
林
業
再
生
に

貢
献
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。
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南
ヶ
谷
湿
地
周
辺
の
間
伐
を
終
え
て

赤
谷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
以
下
「
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
と
し
ま
す
。
）
で
は
、
生
物
多
様

性

の

復

元

を

目
的
と
し
て
、

赤

谷

の

森

に

三

千

㌶

あ

る

人

工

林

の

う

ち

、

二

千

㌶

を

自

然

林

に

戻

そ

う

と

考

え
て
い
ま
す
。

人

工

林

を

自

然

林

に

戻

す

に

は

、

今

あ

る
人
工
林
を
伐
採
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
皆
伐
を
行
い
一
気
に
自
然
林
に
す
る

の
か
、
間
伐
・
択
伐
を
繰
り
返
し
徐
々
に

自
然
林
に
戻
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ

の
林
分
に
あ
っ
た
方
法
を
地
形
や
立
地
、

そ
こ
に
暮
ら
す
生
き
物
た
ち
に
も
配
慮
し

な
が
ら
慎
重
に
選
ん
で
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

間
伐
方
法
の
検
討

赤
谷
の
森
に
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者

が
「
南
ヶ
谷
湿
地
」
と
呼
ん
で
い
る
湿
地

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
や

ク
ロ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
な
ど
湿
地
特
有
の

希
少
な
動
植
物
が
生
息
し
て
い
ま
す
。
こ

の
湿
地
の
周
辺
が
人
工
林
に
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
湿
地
と
そ
の
周
辺
の
人
工
林

の
扱
い
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
平
成
23

年
度
に
「
南
ヶ
谷
湿
地
保
全
管
理
計
画
２

０
１
１
」
（
以
下
「
保
全
計
画
」
と
し
ま

す
。
）
を
ま
と
め
ま
し
た
。

保
全
計
画
で
は
、
将
来
的
に
こ
の
湿
地
周

辺
の
人
工
林
を
自
然
林
へ
誘
導
す
る
こ
と

と
し
、

当
面
は

間
伐
に

よ
り
下

層
植
生

等
の
生

育
を
促

す
こ
と

と
し
て

い
ま
す
。

ち
ょ
う

ど
24
年
度
に
は
こ
の
周
辺
を
含
め
た
人
工

林
の
間
伐
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

23
年
の
秋
頃
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
関
係
者

と
現
地
を
見
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
間
伐

を
す
れ
ば
湿
地
や
そ
の
周
辺
に
生
息
す
る

動
植
物
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
ら
れ

る
か
を
検
討
し
、
実
施
方
法
な
ど
を
ま
と

め
ま
し
た
。

【
基
本
的
な
考
え
方
】

・
両
生
類
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、

湿
地
か
ら
20
㍍
の
範
囲
内
の
林
床
の
攪
乱

を
避
け
る
。

・
湿
地
周
辺
が
早
期
に
自
然
林
と
な
る
よ

う
湿
地
際
の
ス
ギ
等
に
つ
い
て
も
伐
採
し
、

極
力
搬
出
す
る
。

【
搬
出
路
に
つ
い
て
】

・
湿
地
に
土
砂
が
流
入
し
な
い
よ
う
、
最

低
で
も
湿
地
か
ら
20
㍍
離
す
。

・
路
体
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
砂
利
や
コ

ン
ク
リ
ー
ト
は
入
れ
な
い
。

【
間
伐
時
期
に
つ
い
て
】

・
両
生
類
へ
の
影
響
が
最
も
少
な
い
と
考

え
ら
れ
る
10
月
頃
の
概
ね
一
ヶ
月
間
で
実

施
す
る
。

こ
れ
ら
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
要
望
と
し
て

間
伐
事
業
を
実
施
す
る
利
根
沼
田
署
へ
伝

え
、
搬
出
路
の
制
限
区
域
や
伐
倒
し
て
欲

し
い
湿
地
際
の
ス
ギ
等
を
一
緒
に
確
認
す

る
と
と
も
に
、
受
注
業
者
に
対
す
る
伐
採

時
期
や
搬
出
路
を
入
れ
る
場
合
の
指
示
事

項
等
の
打
合
せ
を
し
ま
し
た
。

間
伐
の
実
施

実
際
の
間
伐
作
業
に
お
い
て

・
作
業
路
に
間
伐
木
の
枝
を
敷
き
路
体

を

安

定

化

す
る

・

要

所

要

所

に

水

切

り

を

設

置

す
る

・

作

業

路

脇

に

湿

地

へ

の

土

砂

の

流

入

を

防
ぐ
た
め
、
枝
や
木
の
先
端
を
利
用
し
た

簡
易
な
土
留
め
を
施
す
な
ど
、
指
示
に
対

す
る
き
め
細
や
か
な
配
慮
が
見
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
湿
地
際
の
ス
ギ
も
林
床
を
傷

め
る
こ
と
な
く
す
べ
て
搬
出
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

間
伐
の
実
施
時
期
を
10
月
に
限
定
し
た

こ
と
か
ら
、
台
風
や
長
雨
な
ど
を
心
配
し

た
の
で
す
が
、
幸
い
天
候
に
も
恵
ま
れ
予

定
通
り
10
月
中
に
作
業
を
終
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

間
伐
後
の
現
地
を
見
て

11
月
の
「
赤
谷
の
日
」
に
は
早
速
、
間

伐
実
施
後
の
現
地
を
見
に
行
き
ま
し
た
。

現
地
を
見
た
サ
ポ
ー
タ
ー
か
ら
は
「
ま
る

で
別
な
場
所
の
よ
う
」
と
い
う
喜
び
の
言

葉
と
と
も
に
「
き
れ
い
な
仕
事
を
し
て
く

れ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
と

い
う
感
謝
の
言
葉
も
頂
き
ま
し
た
。
今
後
、

こ
の
森
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の

か
楽
し
み
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
て
い
ね
い
な

間
伐
を
実
施
し
て
い
た
だ
い
た
請
負
事
業

体
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（５）平成２５年４月２６日 関 東 森 林 管 理 局 第１０ ９号

林床を傷めずに間伐事業を実行

間伐終了後の南ヶ谷湿地周辺

湿地保全に有効な間伐木を選定

南ヶ谷湿地とモリアオガエル



平成２５年４月１６日 関 東 森 林 管 理 局 第 １０９号（６）

関
東
森
林
管
理
局
次
長

（
東
京
事
務
所
長
）

小
山

富
美
男

お
や
ま

ふ

み

お

〈
略

歴
〉

出

身

山
形
県

昭
和
59
・
４

林
野
庁
入
庁

平
成
４
・
４

大
畑
営
林
署
長

平
成
６
・
８

函
館
営
林
支
局
企
画
調
整
室

長

平
成
10
・
４

林
野
庁
指
導
部
基
盤
整
備
課

基
盤
整
備
管
理
官

平
成
16
・
４

東
北
森
林
管
理
局
森
林
整
備

部
販
売
課
長

平
成
17
・
10

林
野
庁
国
有
林
野
部
職
員
・

厚
生
課
課
長
補
佐(

総
括
）

平
成
18
・
11

林
野
庁
国
有
林
野
部
管
理
課

監
査
官

平
成
21
・
４

林
野
庁
国
有
林
野
部
業
務
課

企
画
官

平
成
21
・
９

林
野
庁
国
有
林
野
部
業
務
課

技
術
開
発
調
査
官

平
成
25
・
４

関
東
森
林
管
理
局
次
長

幹
部
の
紹
介

４
月
１
日
付
け
（

）
は
前
職

関
東
森
林
管
理
局
部
長

関
東
森
林
管
理
局
総
務
企
画
部
長

三
好

誠
司

（
関
東
森
林
管
理
局
総
務
部
長
）

関
東
森
林
管
理
局
計
画
保
全
部
長

池
田

直
弥

（
関
東
森
林
管
理
局
計
画
部
長
）

関
東
森
林
管
理
局
課
長
等

▽
総
務
課
長

樋
口

一
雄

（
森
林
整
備
部
森
林
整
備
課
長
）

▽
企
画
調
整
課
長

榎

裕
之

（
企
画
調
整
室
長
）

▽
経
理
課
長

長
谷
川

勝

（
総
務
部
専
門
官
（
契
約
適
正
化
）
）

▽
保
全
課
長

山
内

健
二

（
企
画
調
整
室
監
査
官
（
東
京
事
務
所
副
所

長
）

▽
治
山
課
長

山
内

三
津
雄

（
林
野
庁
森
林
整
備
部
治
山
課
災
害
対
策
調

整
官
）

▽
森
林
整
備
課
長

小
野

功
吉

（
総
務
部
職
員
厚
生
課
長
）

▽
資
源
活
用
課
長

岩
井

広
樹

（
中
部
森
林
管
理
局
企
画
調
整
室
監
査
官

（
愛
知

森
林
管
理
事
務
所
長
）
）

▽
技
術
普
及
課
長

川
添

峰
夫

（
計
画
部
指
導
普
及
課
長
）

▽
赤
谷
森
林
ふ
れ
あ
い
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長

廣
瀬

潤

（
赤
谷
森
林
環
境
保
全
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

所
長
）

▽
小
笠
原
諸
島
森
林
生
態
系
保
全
セ
ン
タ
ー

所
長

吉
澤

秀
樹

（
静
岡
森
林
管
理
署
次
長
）

▽
高
尾
森
林
ふ
れ
あ
い
推
進
セ
ン
タ
ー
所
長

関
下

俊
則

（
林
野
庁
国
有
林
野
部
経
営
企
画
課
付
）

▽
森
林
技
術
・
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

屋
代

忠
幸

（
林
野
庁
国
有
林
野
部
業
務
課
審
査
官
）

森
林
管
理
署
長
等

▽
福
島
森
林
管
理
署
長

冨
永

茂

（
林
野
庁
林
政
部
林
政
課
林
業
・
木
材
産
業

情
報
分
析
官
）

▽
磐
城
森
林
管
理
署
長

笹
岡

哲
也

（
近
畿
中
国
森
林
管
理
局
三
重
森
林
管
理
署

長
）

▽
塩
那
森
林
管
理
署
長

栗
林

晃

（
東
北
森
林
管
理
局
米
代
西
部
森
林
管
理
署

長
）

▽
日
光
森
林
管
理
署
長

下
堂

健
次

（
中
部
森
林
管
理
局
中
信
森
林
管
理
署
長
）

▽
吾
妻
森
林
管
理
署
長

池
田

正
三

（
北
海
道
森
林
管
理
局
渡
島
森
林
管
理
署
長
）

▽
群
馬
森
林
管
理
署
長

長
江

恭
博

（
近
畿
中
国
森
林
管
理
局
広
島
森
林
管
理
署

長
）

▽
下
越
森
林
管
理
署
長

三
谷

靖
二

（
四
国
森
林
管
理
局
徳
島
森
林
管
理
署
長
）

▽
下
越
森
林
管
理
署
村
上
支
署
長

川
野
邊

達
也

（
関
東
森
林
管
理
局
森
林
整
備
部
販
売
課
長
）

▽
埼
玉
森
林
管
理
事
務
所
長

川
村

一
憲

（
関
東
森
林
管
理
局
総
務
部
経
理
課
長
）

▽
山
梨
森
林
管
理
事
務
所
長

市
川

裕
子

（
林
野
庁
林
政
部
経
営
課
課
長
補
佐
）



４
月
８
日
（
月
）
か
ら
12
日
（
金
）
ま
で
、

本
年
度
に
各
森
林
管
理
署
等
へ
配
属
さ
れ

た
新
規
採
用
者
６
名
が
一
堂
に
会
し
、
新

規
採
用
研
修
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

研
修
を
終
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
属
先
で

職
業
人
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

先
輩
の
皆
さ
ん
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

新
規
採
用
者
（
写
真
右
か
ら
）

会
津
森
林
管
理
署
南
会
津
支
署

松
本

圭
介

ま
つ
も
と

け
い
す
け

会
津
森
林
管
理
署

町
田

豊

ま
ち
だ

ゆ
た
か

塩
那
森
林
管
理
署

高
柳

修
延

た
か
や
な
ぎ

ま
さ
の
ぶ

磐
城
森
林
管
理
署

小
池

遊
喜

こ
い
け

ゆ
う
き

山
梨
森
林
管
理
事
務
所

上
田

萌
香

う
え
だ

も
え
こ

千
葉
森
林
管
理
事
務
所

沖
土
居

尚
美

お

き

ど

い

な
お
み

３
月
８
日
、
都
内
の
ホ
テ
ル
に
お
い
て

「
第
16
回
森
林
は
友
達
！
作
文
コ
ン
ク
ー

ル
」
の
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
旧
東
京
分

局
管
内
（
茨
城
県
か
ら
静
岡
県
ま
で
の
１

都
６
県
）
の
森
林
管
理
署
、
森
林
管
理
事

務
所
、
高
尾
森
林
セ
ン
タ
ー
等
が
行
っ
た

「
森
林
教
室
・
体
験
林
業
」
に
参
加
し
た

小
学
４
～
６
年
生
を
対
象
に
、
感
じ
た
こ

と
を
作
文
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
森
林
・

林
業
に
対
す
る
理
解
や
関
心
を
よ
り
一
層

深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
、
森
林
作

文
コ
ン
ク
ー
ル
実
行
委
員
会
（
一
般
社
団

法
人
東
京
林
業
土
木

協
会
と
関
東
森
林
管

理
局
東
京
事
務
所
で

構
成
）
が
毎
年
度
行
っ

て
い
る
も
の
で
、
今

回
は
、
20

団

体
（
小
学

校
18
校
、

団
体
２
）

か
ら
１
４

１
１
名
の

応
募
が
あ

り
ま
し
た
。

最
優
秀

賞
の
林
野

庁
長
官
賞

に

は

、

「
自
然
界

の
母
な
る

木
ブ
ナ
」

と
題
し
て
、

自
然
体
験

教
室
で
天

城
山
の
大

ブ
ナ
を
実

際
に
見
て
、
ブ
ナ
に
興
味
を
持
ち
、
ブ
ナ

の
働
き
や
ブ
ナ
に
対
す
る
自
分
の
思
い
を

感
性
豊
か
な
表
現
で
、
的
確
に
書
い
た
伊

豆
市
立
修
善
寺
南
小
学
校
５
年
生
の
小
川

舞
也
さ
ん
が
受
賞
し
ま
し
た
。

こ
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
は
、
今
後
も
次

代
を
担
う
子
供
た
ち
に
森
林
・
林
業
が
い

か
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
場

と
し
て
続
け
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（７）平成２５年４月２６日 関 東 森 林 管 理 局 第１０９号

最 優 秀 賞 （ 林 野 庁 長 官 賞 ） 授 与

「
森
林
は
友

達

」
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

東
京
事
務
所

新
規
採
用
者
の
紹
介
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